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マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整理に関する条例 

（町田市建築審査会条例の一部改正） 

第１条 町田市建築審査会条例（昭和４９年３月町田市条例第１０号）の一部を次の

ように改正する。 

第３条各号列記以外の部分中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第

１号中「規定」の次に「（マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４

年法律第７８号。以下「マンション建替え円滑化法」という。）第１０５条第２項

において準用する場合を含む。）」を加え、同条第２号中「規定」の次に「（マン

ション建替え円滑化法第１０５条第２項において準用する場合を含む。）」を加え

る。 

第６条第１項ただし書中「規定」の次に「（マンション建替え円滑化法第１０５

条第２項において準用する場合を含む。）」を加える。 

 （町田市特定公共賃貸住宅条例の一部改正） 

第２条 町田市特定公共賃貸住宅条例（平成８年３月町田市条例第１１号）の一部を

次のように改正する。 

第６条第３号中「、土地収用法」を「又は土地収用法」に改め、「又はマンショ

ンの建替えの円滑化等に関する法律（平成１４年法律第７８号。以下「マンション

建替え円滑化法」という。）第１１７条の規定による申出（同条に規定する通知に

より示された賃借人代替住宅又は転出区分所有者代替住宅が特定公共賃貸住宅で

ある場合に限る。）」を削る。 

第７条の２を削る。 

第１６条の２を削る。 

第２８条第１項中第８号を削り、第９号を第８号とする。 

（町田市営住宅条例の一部改正） 

第３条 町田市営住宅条例（平成９年１２月町田市条例第４３号）の一部を次のよう
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に改正する。 

第６条の２を削る。 

第７条第３項中「第６条第１項第３号イ」を「前条第１項第３号イ」に改める。 

第９条第１項第７号を削る。 

第３８条の２を削る。 

第３９条第１項中第９号を削り、第１０号を第９号とし、同条第４項中「第１０

号」を「第９号」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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＿部分は改正部分 

町田市建築審査会条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（招集） （招集） 

第３条 審査会は、次の各号のいずれかに該当

する場合において、会長が招集する。 

第３条 審査会は、次の各号の一に該当する場

合において、会長が招集する。 

（１） 市長から法の規定（マンションの建

替え等の円滑化に関する法律（平成１４年

法律第７８号。以下「マンション建替え円

滑化法」という。）第１０５条第２項にお

いて準用する場合を含む。）に基づいて同

意を求められたとき。 

（１） 市長から法の規定に基づいて同意を

求められたとき。 

（２） 法第９４条第２項の規定（マンショ

ン建替え円滑化法第１０５条第２項にお

いて準用する場合を含む。）に基づいて裁

決するとき。 

（２） 法第９４条第２項の規定に基づいて

裁決するとき。 

（３）～（５） 略 （３）～（５） 略 

（会議の公開） （会議の公開） 

第６条 会議は、公開とする。ただし、法第９

４条第３項の規定（マンション建替え円滑化

法第１０５条第２項において準用する場合

を含む。）に基づき口頭審査を行う場合を除

くほか、裁定の評議その他議長が公開を不適

当と認めるときは、この限りでない。 

第６条 会議は、公開とする。ただし、法第９

４条第３項の規定に基づき口頭審査を行う

場合を除くほか、裁定の評議その他議長が公

開を不適当と認めるときは、この限りでな

い。 

２ 略 ２ 略 
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＿部分は改正部分 

町田市特定公共賃貸住宅条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（公募の例外） （公募の例外） 

第６条 市長は、次に掲げる理由のいずれかに

該当する者に対しては、前条第１項の公募を

行わないで、特定公共賃貸住宅を使用させる

ことができる。 

第６条 市長は、次に掲げる理由のいずれかに

該当する者に対しては、前条第１項の公募を

行わないで、特定公共賃貸住宅を使用させる

ことができる。 

（１）・（２） 略 （１）・（２） 略 

（３） 公営住宅法第２条第１５号に規定す

る公営住宅建替事業のうち市が施行する

事業に伴う公営住宅の除却、都市計画法

（昭和４３年法律第１００号）第５９条の

規定に基づく都市計画事業、土地区画整理

法（昭和２９年法律第１１９号）第３条第

４項若しくは第５項の規定に基づく土地

区画整理事業若しくは都市再開発法（昭和

４４年法律第３８号）に基づく市街地再開

発事業の施行に伴う住宅の除却又は土地

収用法（昭和２６年法律第２１９号）第２

０条（同法第１３８条第１項において準用

する場合を含む。）の規定による事業の認

定を受けている事業若しくは公共用地の

取得に関する特別措置法（昭和３６年法律

第１５０号）第２条に規定する特定公共事

業の執行に伴う住宅の除却 

（３） 公営住宅法第２条第１５号に規定す

る公営住宅建替事業のうち市が施行する

事業に伴う公営住宅の除却、都市計画法

（昭和４３年法律第１００号）第５９条の

規定に基づく都市計画事業、土地区画整理

法（昭和２９年法律第１１９号）第３条第

４項若しくは第５項の規定に基づく土地

区画整理事業若しくは都市再開発法（昭和

４４年法律第３８号）に基づく市街地再開

発事業の施行に伴う住宅の除却、土地収用

法（昭和２６年法律第２１９号）第２０条

（同法第１３８条第１項において準用す

る場合を含む。）の規定による事業の認定

を受けている事業若しくは公共用地の取

得に関する特別措置法（昭和３６年法律第

１５０号）第２条に規定する特定公共事業

の執行に伴う住宅の除却又はマンション

の建替えの円滑化等に関する法律（平成１

４年法律第７８号。以下「マンション建替

え円滑化法」という。）第１１７条の規定

による申出（同条に規定する通知により示

された賃借人代替住宅又は転出区分所有

者代替住宅が特定公共賃貸住宅である場

合に限る。） 

 （マンション建替え円滑化法の規定により

条例で定める事項） 

 第７条の２ マンション建替え円滑化法第１

１９条第１項第２号イに規定する条例で定

める金額は、前条第１項第３号に規定する基

準を満たす金額とする。 

 ２ マンション建替え円滑化法第１１９条第

１項第２号口に規定する条例で定める条件
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＿部分は改正部分 

町田市特定公共賃貸住宅条例新旧対照表 

改正後 改正前 

は、マンション建替え円滑化法第１０４条第

１項又は第１１２条第１項に規定する認定

を受けた日において、次に掲げる要件を満た

すこととする。 

 （１） 前条第１項第１号及び第２号に掲げ

る条件を具備していること。 

 （２） 前条第２項の規定により市長が満た

すべき要件を定めた場合にあっては、当該

要件を満たすこと。 

 （マンション建替え円滑化法に係る使用料

等の特例） 

 第１６条の２ 市長は、マンション建替え円滑

化法第１１９条第３項の規定により家賃負

担の軽減を図るため必要があると認めると

きは、当該特定公共賃貸住宅の使用料等を減

額することができる。 

（明渡請求権） （明渡請求権） 

第２８条 市長は、使用者が次の各号のいずれ

かに該当する場合には、使用者に対して、期

日を指定して、第９条第２項の規定による許

可を取り消し、当該特定公共賃貸住宅の明渡

しを請求することができる。 

第２８条 市長は、使用者が次の各号のいずれ

かに該当する場合には、使用者に対して、期

日を指定して、第９条第２項の規定による許

可を取り消し、当該特定公共賃貸住宅の明渡

しを請求することができる。 

（１）～（７） 略 （１）～（７） 略 

 （８） マンション建替え円滑化法第１１８

条第１項の規定により入居したマンショ

ン建替え円滑化法第１０８条に規定する

認定賃借人が、マンション建替え円滑化法

第２条第１項第３号に規定する再建マン

ションに移転しないとき。 

（８） 略 

２・３ 略 

（９） 略 

２・３ 略 
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＿部分は改正部分 

町田市営住宅条例新旧対照表 

改正後 改正前 

 （マンション建替え円滑化法の規定により

条例で定める事項） 

 

 

 

 

第６条の２ マンションの建替えの円滑化等

に関する法律（平成１４年法律第７８号。以

下「マンション建替え円滑化法」という。）

第１１８条第１項第２号イに規定する条例

で定める金額は、２１４,０００円とする。 

 

 

 

 

 

 

 

（使用者の資格の特例） 

第７条 略 

２ 略 

３ 前条第１項第３号イに掲げる市営住宅の

使用者は、同項各号（同条第２項に規定する

者にあっては、同条第１項第１号及び第３号

から第５号まで）に掲げる条件を具備するほ

か、当該災害発生の日から３年間は、当該災

害により住宅を失った者でなければならな

い。 

２ マンション建替え円滑化法第１１８条第

１項第２号ロに規定する条例で定める条件

は、マンション建替え円滑化法第１０４条第

１項又は第１１２条第１項に規定する認定

を受けた日において、前条第１項第１号及び

第２号に掲げる条件を具備していることと

する。 

（使用者の資格の特例） 

第７条 略 

２ 略 

３ 第６条第１項第３号イに掲げる市営住宅

の使用者は、同項各号（同条第２項に規定す

る者にあっては、同条第１項第１号及び第３

号から第５号まで）に掲げる条件を具備する

ほか、当該災害発生の日から３年間は、当該

災害により住宅を失った者でなければなら

ない。 

（公募の例外） （公募の例外） 

第９条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる

理由に該当する者に対しては、公募を行わな

いで市営住宅の使用を許可することができ

る。 

第９条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる

理由に該当する者に対しては、公募を行わな

いで市営住宅の使用を許可することができ

る。 

（１）～（６） 略 （１）～（６） 略 

 

 

 

 

 

２ 略 

（７） マンション建替え円滑化法第１１７

条の規定による申出（同条に規定する通知

により示された賃借人代替住宅又は転出

区分所有者代替住宅が市営住宅である場

合に限る。） 

２ 略 

 （マンション建替え円滑化法に係る使用料

の特例） 
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＿部分は改正部分 

町田市営住宅条例新旧対照表 

改正後 改正前 

 第３８条の２ 市長は、マンション建替え円滑

化法第１１８条第２項の規定により家賃負

担の軽減を図るため必要があると認めると

きは、第１１条第１項、第２７条第１項又は

第２９条第１項の規定にかかわらず、マンシ

ョンの建替えの円滑化等に関する法律施行

令（平成１４年政令第３６７号）第２７条で

定めるところにより、当該市営住宅の使用料

を減額することができる。 

（明渡請求権） （明渡請求権） 

第３９条 市長は、次の各号のいずれかに該当

する場合は、使用者に対し使用許可を取り消

し、市営住宅の明渡しを請求することができ

る。 

第３９条 市長は、次の各号のいずれかに該当

する場合は、使用者に対し使用許可を取り消

し、市営住宅の明渡しを請求することができ

る。 

（１）～（８） 略 （１）～（８） 略 

 （９） マンション建替え円滑化法第１１８

条第１項の規定により入居したマンショ

ン建替え円滑化法第１０８条に規定する

認定賃借人が、マンション建替え円滑化法

第２条第１項第３号に規定する再建マン

ションに移転しないとき。 

（９） 略 

２・３ 略 

４ 市長は、第１項第２号から第９号までの規

定に該当することにより同項の明渡しの請

求を行ったときは、当該明渡しの請求を受け

た者に対して、請求の日の翌日から当該市営

住宅の明渡しを行う日までの期間について、

近傍同種の住宅の家賃の額の範囲内で市長

が定める額の金銭を徴収するものとする。 

５・６ 略 

（１０） 略 

２・３ 略 

４ 市長は、第１項第２号から第１０号までの

規定に該当することにより同項の明渡しの

請求を行ったときは、当該明渡しの請求を受

けた者に対して、請求の日の翌日から当該市

営住宅の明渡しを行う日までの期間につい

て、近傍同種の住宅の家賃の額の範囲内で市

長が定める額の金銭を徴収するものとする。

５・６ 略 
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